
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
三
十
二
号

特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
の
請
求
手
続
）

第
一
条
　
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
特
定
弔
慰
金
等
（
以
下
「
特
定
弔
慰
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様

式
第
一
号
に
よ
る
特
定
弔
慰
金
等
支
給
請
求
書
を
日
本
赤
十
字
社
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
請
求
者
が
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
没
者
等
の
遺
族
と
し
て
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
を
請
求
す
る
場
合
は
、

前
項
の
請
求
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
者
が
令
第
二
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
死
亡
し
た
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
に
お
け
る
そ
の
死
亡
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
死
亡
の
と
き
以
後
の
請
求
者
の
身
分
関
係
の
異
動
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
請
求
者
の
順
位
よ
り
先
順
位
の
者
が
い
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
請
求
者
が
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
、
そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
、
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
共
に
し
て
い

た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
当
該
請
求
者
が
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を
行
つ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
請
求
者
が
昭
和
六
十
三
年
五
月
五
日
に
お
い
て
台
湾
に
住
所
を
有
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
日
及
び
同
年
七
月
一
日
に
お
い
て
台
湾
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

六
　
請
求
者
が
昭
和
六
十
三
年
五
月
六
日
以
後
台
湾
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
年
七
月
一
日
以
後
引
き
続
き
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
台
湾
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
請
求
者
が
令
第
三
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
で
著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
と
し
て
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
を
請
求
す
る
場
合
は
、
第
一
項
の
請
求
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
が
令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
前
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

４
　
請
求
者
が
令
第
四
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
で
著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
の
遺
族
と
し
て
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
を
請
求
す
る
場
合
は
、
第
一
項
の
請
求
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
者
が
令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
に
掲
げ
る
特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で

に
該
当
し
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
死
亡
し
た
者
が
前
号
の
負
傷
又
は
疾
病
以
外
の
事
由
に
よ
り
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら
昭
和
六
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

四
　
請
求
者
が
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

五
　
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

５
　
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
相
続
人
は
、
第
一
項
の
請
求
書
及
び
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
書
類
に
、
そ
の
者
が
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
相
続
人

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
日
本
赤
十
字
社
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
順
位
の
変
更
）

第
二
条
　
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
の
請
求
書
及
び
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
書
類
を
添
え
て
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
特
定
弔
慰
金
等
支
給
順
位
変
更
申
請
書
を
日
本
赤
十
字
社

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
先
順
位
者
が
昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
以
後
引
き
続
き
一
年
以
上
生
死
不
明
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
定
の
通
知
）

第
三
条
　
日
本
赤
十
字
社
は
、
請
求
者
が
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
裁
定
し
た
と
き
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
特
定
弔
慰
金
等
支
給
裁
定
通
知
書
を
請
求
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
日
本
赤
十
字
社
は
、
請
求
者
が
特
定
弔
慰
金
等
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
も
の
と
裁
定
し
た
と
き
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
特
定
弔
慰
金
等
支
給
却
下
通
知
書
を
請
求
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
理
受
領
等
）

第
四
条
　
日
本
赤
十
字
社
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
債
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
保
管
し
、
そ
の
償
還
の
請
求
を
し
、
及
び
償
還
金
を
受
領
す
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
通
知
書

の
交
付
を
受
け
た
者
か
ら
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
国
債
受
領
・
保
管
・
償
還
請
求
及
び
償
還
金
受
領
委
任
書
の
提
出
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
一
号
（
第
１
条
関
係
）

（
略
）

様
式
第
二
号
（
第
２
条
関
係
）

（
略
）

様
式
第
三
号
（
第
３
条
第
１
項
関
係
）

（
略
）

様
式
第
四
号
（
第
３
条
第
２
項
関
係
）

（
略
）
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様
式
第
五
号
（
第
４
条
関
係
）

（
略
）
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